
平成18年度 地域・職域連携推進事業の支援について  

1．支援の対象  

（1） 平成18年度に地域・職域連携推進協議会の設置を予定している都道府  

県等。  

（2） 平成17年度に地域・職域連携推進協議会を設置している都道府県のう  

ら、検討会構成員の派遣が未実施の都道府県等。  

2．検討会構成員による派遣について   

（1） 派遣の時期は、各都道府県等との相談の上、協議会開催前、開催時、開  
催後のいずれかに派遣する。   

（2） 都道府県等への支援は、原則として地域保健分野と職域保健分野の構成  
員の2人1組で実施する。   

（3） 都道府県等との日程調整等は事務局が行う。詳細なスケジュールについ  
ては、各都道府県等と構成員で調整する。  

3．都道府県等に対する支援方法   

（1）  「地域・職域連携推進事業支援の要点」に基づき、支援を行う。   

（2） 現地での支援の他、必要時、電話・メール等を利用しての相談を随時行  

う。メールの利用に際しては、事務局（厚生労働省健康局総務課保健指  

導室）へも送信（cc、bcc）する。  

4．支援後の報告   

（1） 各都道府県等に対する派遣に関する報告は、派遣後速やかに事務局に一  
報を入れる。  

（2） 「地域・職域連携推進事業支援報告内容」に基づき、支援の報告書を作  
成する。   

（3） 支援の報告書は、電話等の相談を含めて、派遣後、2か月以内に提出す  

る。   

（4） 地域・職域連携支援検討会において、現地支援の報告を行う。   



平成18年度地域・職域連携推進事業関係者会議  

開催要綱  

1 趣旨   

生活習慣病を予防するた捌こは、個々人の主体的な健康づくりへの取組に加え、健  

康教育、健康相談、健康診査等の保健事業による生涯を通じた健康管理を支援するこ  

とが必要である。   

このため、地域保健と職域保健の連携により、健康づくりのための健康情報の共有  

のみならず、保健事業を共同実施するとともに、保健事業の実施に要する社会資源を  

相互に有効活用し、生涯を通じた継続的な保健サービスの提供体制を整備することを  

目的とし、平成17年度から地域・職域連携推進事業を広く実施することとしている。   

平成18年度において、 当該事業の全国的な実施を促進するため、地域保健関係者  

と職域保健関係者による関係者会議を開催し、当該事業の進め方等や事例報告等を行  

い、当該事業の円滑な実施を図ることとする。  

2 主催 厚生労働省  

3 日時 平成18年 6月27日（火）13時～17時  

4 場所 三田共用会議所  

5 参加対象者   

（1）保健衛生関係：各都道府県、政令指定都市の衛生・健康増進主管部局の関係  

者（各1名）   

（2）労働衛生関係：各都道府県労働局労働衛生主管部の関係者（各1名．）   

（3）国保関係：各都道府県、政令指定都市の国保主管部局の関係者（各1名）   

（4）社会保険庁関係：指定された都道府県社会保険事務局等の関係者  

6 会議内容   

「平成18年度地域・職域連携推進事業関係者会議プログラム」（プログラム参照）  

7 申込先  

〒100－8916  東京都千代田区霞が関1－2－2   

厚生労働省健康局総務課保健指導室  担当：久米、二宮   

電 話 03－5253－1111（内線2398，2392）  

FAX O3－3503－8563  
E－Mail hokensllidoushitu＠1最1lw．   



平成18年度 地域・職域連携推進事業関係者会議 プログラム  

日時：平成18年6月27日（火）  

会場：三田共用会議所  

研修内容・ 講 師   

13：00～13：10  挨拶   厚生労働省健康局  

局長  中島 正治   

13：10～13：20   厚生労働省保険局国民健康保険課  
医療制度改革を受けて：保険者協  

議会の役割   
保健事業推進専門官  大村 良平   

13：20～13：30   厚生労働省労働基準局安全衛生部  
働き盛り層のメンタルヘルスケア  

支援事業について   
主任中央労働衛生専門官  古田  ∧勲   

13：30～14ニ00   聖マt」アンナ医科大学予防医学教室  
地域・職域連携推進事業の推進に  

向けて：事業の概要と進め方   
教授  吉田 勝美   

14：00～14：30   
大阪大学医学系研究科保健学専攻  

地域・職域連携推進事業における  総合ヘルスプロモーション科学講座  
今後の課題と解決策   

教授  荒木田美香子   

14：30～15：30  事例報告   島根県及び浜8圏域（県・2次医療圏）  

島根県健康福祉部健康推進課グループリーター  
永江 尚美  

愛知県知多半島圏域（2次医療圏）  

愛知県半田保健所地域保健課主査  
加藤 恵子  

三重県三酒地区（2次医療圏）  

三重県四日市保健福祉事務所福祉相談室企画課主幹  
清水 恵子   

15二30～15：45  休憩  

15：45～16：35  グループワーク  助言者：地域・職域連携支援検討会委員   

県単位：近隣3県  

16：35～17：00   厚生労働省健康局総務課保健指導室  
地域・職域連携推進事業における  

今後の方向性   
室長  野村 陽子  



平成18年度 地域・職域連携推進関係者会議  

グループワークの概要（案）  

グループワークの目的  

地域・職域連携協議会の全国的な実施を推進するため、グループワークを実  

施することにより、各自治体担当者が、現状についての問題と課題の共有を園  

る。  

2． 方法  

1） グループの構成   

各自治体関係者2名～4名を1単位とし、近隣の自治体3～4県で1グル   

ープとする。  

2） プログラム  

15：45～15：50：グループワークのオリエンテーション   

15：50～16：35：グループ討議及びまとめ  
「各自治体での現状・課題について」  

※ グループの運営は、基本的にグループ内で行う。  

※ 討議内容をまとめた1校紙を提出していただく。  

3． ファシリテ一夕ーの役割  

・2グループに1名程度、ファシリテ一夕ーを配置する。  

・ファシー」テ一夕ーは、各グループの進行状況を見ながら、助言等の支援を  

実施する。   




